
生駒市規則第２７号 

生駒市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成２８年６月２４日 

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

   生駒市公印規則の一部を改正する規則 

生駒市公印規則（平成９年３月生駒市規則第９号）の一部を次のように改正す

る。 

別表の専用公印の表の４の項及び５の項を次のように改める。 

附 則 

 この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 

４ 市長印 てん書 縦横21mm 

 奈良県市町村
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人事課長 

５ 市長印 てん書 縦横21mm 
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